
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
新
旧
対
照
条
文
目
次

一

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
２

三

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

四

環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

五

労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
７

六

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８
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○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
十
六
号
か
ら
第
九
十
三
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該

、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
十
五
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の

各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

一
〜
三
十
四

（
略
）

一
〜
三
十
四

（
略
）

三
十
五

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
う
ち
同
法
の
規
定
に
よ

り
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
が
行
う
業
務
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る

費
用
に
係
る
も
の

三
十
六
〜
九
十
三

（
略
）

三
十
五
〜
九
十
二

（
略
）
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○
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
療
養
、
医
療
等
の
範
囲
）

（
療
養
、
医
療
等
の
範
囲
）

第
十
四
条

法
別
表
第
一
第
六
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

第
十
四
条

法
別
表
第
一
第
六
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
十
八

（
略
）

一
〜
十
八

（
略
）

十
九

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四

号
）
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
費
の
支
給
に
係
る
医
療

二
十

（
略
）

十
九

（
略
）



- 3 -

○

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
労
働
基
準
局
の
所
掌
事
務
）

（
労
働
基
準
局
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

労
災
補
償
部
は
、
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
次

３

労
災
補
償
部
は
、
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
次

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基
準
監
督
官

第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
（
労
働
基
準
監
督
官

の
行
う
監
督
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

の
行
う
監
督
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二

第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に

関
す
る
こ
と
。

三

第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
保
険
特
別
会
計
の
労
災
勘
定

二

第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
労
働
保
険
特
別
会
計
の
労
災
勘
定

の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

の
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

４

勤
労
者
生
活
部
は
、
第
一
項
第
二
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号

４

勤
労
者
生
活
部
は
、
第
一
項
第
二
号
、
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号

に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
一
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に

に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
同
項
第
一
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

掲
げ
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関

四

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
を
除
く
。
第
七
十
一
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

（
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

（
補
償
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
九
条

補
償
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
十
九
条

補
償
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号

）
の
規
定
に
よ
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
及
び
こ
れ
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収

に
関
す
る
こ
と
（
労
災
保
険
業
務
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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（
労
災
保
険
業
務
室
の
所
掌
事
務
）

（
労
災
保
険
業
務
室
の
所
掌
事
務
）

第
七
十
条

労
災
保
険
業
務
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
十
条

労
災
保
険
業
務
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族
年
金
の

支
給
を
行
う
こ
と
。

八

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金

の
支
給
に
関
す
る
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
。

九

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金

に
関
す
る
数
理
及
び
統
計
に
関
す
る
資
料
の
作
成
を
行
う
こ
と
。

十

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺
族
給
付
金

に
係
る
支
払
事
務
に
関
す
る
電
子
計
算
組
織
に
関
す
る
こ
と
。
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○
環
境
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
二
十
三

（
略
）

一
〜
二
十
三

（
略
）

二
十
四

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

二
十
四

環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進

に
関
す
る
こ
と
（
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭

に
関
す
る
こ
と
（
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
次
条
第
一

和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
次
条
第
一

項
第
十
二
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
排
出
の
抑

項
第
十
一
号
及
び
第
二
十
五
条
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
の
排
出
の
抑

制
及
び
適
正
な
処
理
（
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
及
び
雑
排
水
の
処
理
を
含
む
。
以

制
及
び
適
正
な
処
理
（
浄
化
槽
に
よ
る
し
尿
及
び
雑
排
水
の
処
理
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
並
び
に
清
掃
（
ね
ず
み
、
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
動
物
で
あ
っ
て
人

下
同
じ
。
）
並
び
に
清
掃
（
ね
ず
み
、
蚊
、
は
え
そ
の
他
の
動
物
で
あ
っ
て
人

の
健
康
又
は
生
活
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
駆
除
を
含
む
。
以
下

の
健
康
又
は
生
活
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
駆
除
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
並
び
に
資
源
の
再
利
用
の
促
進
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

同
じ
。
）
並
び
に
資
源
の
再
利
用
の
促
進
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

二
十
五
〜
三
十
一

（
略
）

二
十
五
〜
三
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
総
合
環
境
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

（
総
合
環
境
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
合
環
境
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

総
合
環
境
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
八

（
略
）

一
〜
八

（
略
）

九

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
府
省
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
〜
二
十

（
略
）

九
〜
十
九

（
略
）

２

環
境
保
健
部
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
の
健
康
を
損

２

環
境
保
健
部
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
（
人
の
健
康
を
損

な
う
お
そ
れ
又
は
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

な
う
お
そ
れ
又
は
動
植
物
の
生
息
若
し
く
は
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
で
あ
っ
て
そ
の
発
生
機
構
が
一
般
的
に
明
ら
か

る
化
学
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
で
あ
っ
て
そ
の
発
生
機
構
が
一
般
的
に
明
ら
か

と
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
」
と
い

と
な
っ
て
い
な
い
も
の
（
以
下
「
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
」
と
い

う
。
）
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第

う
。
）
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
同
項
第
七
号
、
第
十
号
及
び

十
一
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
（
環
境

第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
、
同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
環
境
省
の
所
掌
事
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省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
統
計
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及

務
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
統
計
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関

び
整
理
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
水
俣
病
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
及
び
研
究
並

す
る
事
務
の
う
ち
、
水
俣
病
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
及
び
研
究
並
び
に
国
内
及

び
に
国
内
及
び
国
外
の
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

び
国
外
の
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
提
供
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同

）
並
び
に
同
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
（
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚

項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務
（
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の

染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

（
水
・
大
気
環
境
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

水
・
大
気
環
境
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
事
務

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
専
ら
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
事
務

及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
環
境
の
保
全

及
び
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
目
的
及
び
機
能
の
一
部
に
環
境
の
保
全

が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
基
準
等
の

が
含
ま
れ
る
事
務
及
び
事
業
に
関
す
る
環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
基
準
等
の

策
定
及
び
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
人
の
健
康
の
保
護
及
び

策
定
及
び
当
該
観
点
か
ら
の
規
制
等
に
関
す
る
こ
と
（
人
の
健
康
の
保
護
及
び

生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
（
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

生
活
環
境
の
保
全
の
た
め
に
行
う
も
の
（
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対

策
部
及
び
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第

策
部
及
び
地
球
環
境
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
、
第
四
条
第
一
項
第
五
号
、
第

七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
発
生
機
構
が
未
解
明
な

七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に
発
生
機
構
が
未
解
明
な
化

化
学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。

学
物
質
汚
染
の
防
止
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
。

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
四
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
府
省
の
所
掌
に
属
す

る
も
の
を
除
く
。
）
。

六

（
略
）

五

（
略
）

七

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
業
務
（
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
補

六

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
の
業
務
（
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
補

償
及
び
予
防
並
び
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

償
及
び
予
防
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

）
に
関
す
る
こ
と
。

八
〜
九

（
略
）

七
〜
八

（
略
）
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○
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
号
）
（
抄
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

（
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

）

）

第
一
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

第
一
条

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
三
十
六
号
か
ら
第
九
十
三
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
五
号
か
ら
第

第
二
条
中
「
第
三
十
五
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
で
」
を
「
第
三
十
四
号
か
ら
第

九
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号

九
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号

と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
七
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
七
十

と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
六
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
七

一
号
中
「
第
三
十
号
」
を
「
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
十
号
と

十
号
中
「
第
三
十
号
」
を
「
第
二
十
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
十
九
号

し
、
同
条
中
第
七
十
二
号
を
第
七
十
一
号
と
し
、
第
七
十
三
号
か
ら
第
九
十
三
号

と
し
、
同
条
中
第
七
十
一
号
を
第
七
十
号
と
し
、
第
七
十
二
号
か
ら
第
九
十
二
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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○
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
公
布
後

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

（
補
助
金
等
と
す
る
給
付
金
の
指
定
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
給
付
金
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
十
五
号
か
ら
第
九
十
二
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該

、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
十
六
号
か
ら
第
九
十
三
号
ま
で
に
あ
つ
て
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の

各
号
に
掲
げ
る
予
算
の
目
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
経
費
の
支
出
に
よ
る
も
の

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

一
〜
二
十
五

（
略
）

一
〜
二
十
五

（
略
）

二
十
六

労
働
時
間
の
短
縮
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第

九
十
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金

二
十
六
〜
六
十
九

（
略
）

二
十
七
〜
七
十

（
略
）

七
十

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
（
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の

七
十
一

ま
ち
づ
く
り
交
付
金
（
第
三
十
号
に
掲
げ
る
給
付
金
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

七
十
一
〜
九
十
二

（
略
）

七
十
二
〜
九
十
三

（
略
）


